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令和４年仙審第２５号 

裁    決 

モーターボートＡ消波ブロック衝突事件 

 

  受  審  人  ａ  

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官米倉毅出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年４月１９日２１時１５分 

 青森港第２区 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 モーターボートＡ 

  総 ト ン 数 ２.８トン 

  登 録 長 ８.９３メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

   出 力 １７０キロワット 
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３ 事実の経過 

Ａは、船体中央やや後方に操舵室を配し、同室前部右舷寄りに舵輪、

その右舷側に機関操縦レバー、舵輪の前に魚群探知機兼用のＧＰＳプ

ロッター、その右舷側にソナーをそれぞれ備えたＦＲＰ製モーターボ

ートで、ａ受審人が１人で乗り組み、友人３人を乗せ、釣りの目的で、

船首０.４５メートル船尾１.００メートルの喫水をもって、令和４年

４月１９日１８時３０分青森港第２区所在の青森マリーナを発し、同

港西部の釣り場に向かった。 

ところで、青森港は、青森湾の湾奥に位置して北方に開いた港で、

青森マリーナが同港南部の西船だまりにあり、同船だまり入口から北

方約９００メートル沖合には、西方に約３５０メートル延びたのち屈

曲して北西方に約６５０メートル延び、更に屈曲して北方に約７００

メートル延びる、北部西面に消波ブロックが設置された沖館東防波堤

が 、 同 防 波 堤 北 端 か ら 北 方 約 ７ ０ ０ メ ー ト ル 沖 合 に は 、 西 南 西 方 に

８００メートル延びる油川第一北防波堤が築造され、沖館東防波堤東

端に単閃赤光で毎３秒に１閃光を発する光達距離５海里の青森港沖館

東防波堤東灯台が、同防波堤北端に単閃緑光で毎４秒に１閃光を発す

る光達距離５海里の青森港沖館東防波堤北灯台（以下「沖館北灯台」

という。）が、油川第一北防波堤東端に単閃赤光で毎４秒に１閃光を

発する光達距離５海里の青森港油川第１北防波堤東灯台がそれぞれ設

置されていた。 

また、ａ受審人は、平素、青森港西部の釣り場から帰航するときに

は消波ブロックから３０メートルないし４０メートル離して沖館東防

波堤に沿って航行していた。 

ａ受審人は、魚群を探しながら港内を北上し、１８時４５分油川第

一北防波堤東端の東方約１００メートル沖合の釣り場に到着して釣り
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を行い、２１時１０分同釣り場を発進して帰途に就き、友人３人が後

部甲板で休息し、ＧＰＳプロッターの画面を魚群探知機との２分割表

示としてそれぞれ作動させ、舵輪後方の操縦席に腰を掛けて操縦に当

たり、沖館東防波堤北端の西方約１００メートルのところで明かりを

点灯した釣り船を航走波で揺らさないように、同船の西側を約３０メ

ートル離して南下した。 

ａ受審人は、釣り船を航過したことから、沖館東防波堤に向けて接

近したのち右転して平素と同じように同防波堤に沿って帰航すること

とし、２１時１４分半少し過ぎ沖館北灯台から２２９.５度（真方位、

以下同じ。）１５０メートルの地点で、針路を沖館東防波堤に向く 

１５９度に定め、１７.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、

手動操舵により進行した。 

定針したとき、ａ受審人は、沖館東防波堤が正船首２００メートル

のところとなり、その後同防波堤に向首して接近する状況であったが、

めばるの魚群映像を見ることに気をとられ、ＧＰＳプロッターで沖館

東防波堤との位置関係を把握するなど、船位の確認を十分に行わなか

ったので、この状況に気付かなかった。 

こ う し て 、 ａ 受 審 人 は 、 沖 館 東 防 波 堤 に 向 首 し た ま ま 進 行 し 、

２１時１５分僅か前船首至近に同防波堤西面の消波ブロックを認め、

機関を中立運転として右舵をとったものの、及ばず、２１時１５分沖

館北灯台から１８８度２９０メートルの地点において、Ａは、船首が

１６６度を向き、１０.０ノットの速力となったとき、同消波ブロッ

クに衝突した。 

当時、天候は晴れで風力２の南風が吹き、潮候は下げ潮の末期に当

たり、視界は良好であった。 

衝突の結果、船首部外板に凹損等を生じたが、のち修理され、ａ受
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審人が右膝蓋骨骨折を負った。 

  

（原因及び受審人の行為） 

本件消波ブロック衝突は、夜間、青森港第２区において、沖館東防波

堤に向けて航行する際、船位の確認が不十分で、同防波堤に向首進行し

たことによって発生したものである。 

ａ受審人は、夜間、青森港第２区において、沖館東防波堤に接近した

のち右転して平素と同じように同防波堤に沿って帰航するつもりで、針

路を沖館東防波堤に向けて航行する場合、同防波堤に衝突することのな

いよう、ＧＰＳプロッターで沖館東防波堤との位置関係を把握するなど、

船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、め

ばるの魚群映像を見ることに気をとられ、船位の確認を十分に行わなか

った職務上の過失により、同防波堤に向首したまま接近する状況に気付

かずに進行して沖館東防波堤西面の消波ブロックへの衝突を招き、船体

に損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年３月１６日 

     仙台地方海難審判所 

          審 判 官  管     啓  二 

 


